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情報公開・個人情報保護審査会 
第３部会開催記録 

 

１ 日  時  令和８年３月１１日（水）１３：０５～１６：００ 
２ 場  所  情報公開・個人情報保護審査会第３会議室 

３ 出席委員  稲山文男部会長、久末弥生委員、芳仲美惠子委員（Web 会議シ

ステムによる出席） 

４ 議事の項目等 

（１）事件名：令和８年（行情）諮問第２１２号「特定職員に係る特定通知の一

部開示決定に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（２）事件名：令和８年（行情）諮問第２１３号「「特定年月に特定国が世界保

健機関に報告したもの」が確認できる文書等の一部開示決定に関す

る件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（３）事件名：令和８年（行個）諮問第５８号「本人に対する休業等給付不支給決

定に係る調査復命書等の一部開示決定に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（４）事件名：令和６年（行情） 諮問第１１０６号「「新型コロナウイルス感染

症に対するファビピラビルに係る観察研究に使用するために提供し

た医薬品の手続について」による調査の回答関係資料の一部開示決

定に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（５）事件名：令和７年（行情）諮問第６３６号「「新型コロナウイルスのアウ

トブレイクに関するＩＨＲ（国際保健規則）緊急委員会 第２回会

合に関する声明」の特定記載に係る情報を示す文書の不開示決定

（不存在）に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

（６）事件名：令和６年（行個） 諮問第２０１号「特定日に特定労働基準監督署

長が決定した本人に対する休業補償給付支給決定に係る文書の一部

開示決定に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 



 
 2 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 
（７）事件名：令和６年（行個）諮問第２２９号「本人に対する労働者災害補償

保険休業等給付決定に係る調査復命書等の一部開示決定に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（８）事件名：令和７年（行情） 諮問第５３３号「「年金振込口座としての旧姓

名義口座の利用について」の議事録等の一部開示決定に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（９）事件名：令和６年（行情）諮問第１００８号「浮島丸事件に係る死没者名

簿等の一部開示決定に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（１０）事件名：令和６年（行個）諮問第１６０号「本人の年金請求（国民年金障害

基礎年金）の審査に係る文書の一部開示決定に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（１１）事件名：令和７年（行個）諮問第２４号「本人の申告に係る特定法人の申告

処理台帳等の一部開示決定に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（１２）事件名：令和７年（行個）諮問第１１８号「本人の労災請求に係る調査復命

書等の一部開示決定に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（１３）事件名：令和７年（行個）諮問第１７６号「本人が代理人として行った申請

に係る働き方改革推進支援助成金処理台帳の一部開示決定に関する

件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（１４）事件名：令和７年（行情）諮問第１１２８号「国立保健医療科学院養成訓練

事業研修フォローアップ調査に係る回答用紙の一部開示決定に関す

る件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（１５）事件名：令和７年（行情）諮問第１４３６号「特定のメールに記載の特定の

スライドの不開示決定（不存在）に関する件」 
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諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（１６）事件名：令和７年（行個）諮問第３２９号「本人に送付された特定文書に関

して厚生労働省における外部の労働者等からの通報に対する事務手

続に関する訓令第１２条に基づいて作成された文書の不開示決定

（不存在）に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（１７）事件名：令和７年（行個）諮問第３３０号「本人に送付された特定文書に関

して厚生労働省における外部の労働者等からの通報に対する事務手

続に関する訓令第１２条に基づいて作成された文書の不開示決定

（不存在）に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 
 
 

〔文責：総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局〕 
 


